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１．計画の策定趣旨 
 

● 島根県では、従来から県民のニーズに応える保健医療提供体制の確立を目指し、健康の保

持増進から疾病予防・治療、リハビリテーションに至る一連の施策を総合的かつ計画的に

推進してきたところです。 

● 近年、全国的な傾向として、糖尿病、脂質異常症、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症

候群）等の生活習慣病が増加するとともに、うつ病などの精神疾患患者や自死者が増加し

ている状況にあり、また新たな感染症に対する懸念、食の安全を揺るがし消費者の健康を

脅かす事件の発生といった様々な問題が発生しています。 

● 一方、島根県においては、深刻な医師不足（地域偏在及び診療科偏在）、開業医の高齢化・

後継者不足の状況が、従来にも増して大きな、かつ緊急に対応が求められる課題となって

います。 

  医師・看護師等の医療従事者確保の取組をさらに拡充するとともに、限られた医療資源を

最大限に有効活用するために、医療連携体制の構築が求められています。 

● そこで、こうした保健医療をめぐる急激な社会環境の変化や、島根県の保健・医療の課題

に的確に対応し、県民がそれぞれの地域で安心して暮らせる社会の確立を目指し、平成

25(2013)年３月に「島根県保健医療計画」を策定しました。 

● 2025 年に向け高齢化が一層進展する中で、平成 24(2012)年２月に閣議決定された「社会保

障・税一体改革大綱」を受け、平成 26(2014)年６月に、「地域における医療及び介護の総

合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」が公布されました。 

● この法律において都道府県は、効率的かつ質の高い医療提供体制と地域包括ケアシステム

の構築を通じ、医療・介護の連携の強化が求められ、平成 28(2016)年 10 月に「島根県保

健医療計画」の一部を改正し、「島根県地域医療構想」を策定しました。 

● 地域包括ケアシステムの構築に向けては、「健康長寿しまね推進計画（第二次）（計画期

間：平成 25(2013)～35(2023)年度）」に基づき、健康寿命の延伸を図るためにも健康づく

りと介護予防の一体的な推進が必要です。 

● また、平成 27(2015)年度から、「すべての子どもが健やかに育つ社会」の 10年後の実現に

向け、「健やか親子 21（第２次）」が始まり、国民一人ひとりが、親子を取り巻く温かな

環境づくりへの関心と理解を深め、主体的に取り組むことが必要となっています。 

● こうした状況を踏まえ、新たな「島根県保健医療計画」の策定を行うものです。 

● 策定に際しては、医療と介護の一体的提供を目指し、県が策定する「介護保険事業支援計

画」及び市町村が策定する「市町村介護保険事業計画」との整合性を確保します。 

● この計画は、今後の保健医療提供体制の構築を進める上で、県、市町村ほか関係者すべて

にとっての基本指針となるものです。  

Ⅰ 基本的事項（島根県保健医療計画 第 1章から） 
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２．計画の基本理念 
 

 

 

 

 

 

 

  この基本理念の下、以下に掲げる事項を主要テーマとして、関係機関及び行政機関が一体と

なって計画の推進を図ります。 

 

●生涯現役、健康長寿のまちづくりを推進します。 

 子どもから高齢者まですべての県民の健康意識を高め、県民一人ひとりの心と身体の健康づ

くり、介護予防、生きがいづくり・社会活動の取組を推進するとともに、地区ごとの健康づくり

活動を基盤とした健康なまちづくりを進めるため、住民、関係団体、地域、職域、行政等が一体

となって「健康長寿しまね県民運動」を推進します。 

 

●「すべての親と子が健やかに暮らせる社会」を目指し、子育てを地域全体で応援する気運が根

づき、安心と喜びをもって子どもを産み育てることができるよう、保健・医療・福祉サービス

の効率的な提供や地域、学校、企業といった親子を取り巻く温かな環境づくりを推進します。 

 「切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策と不妊への支援」及び「学童期・思春期から成人期

に向けた保健対策」については、ライフステージを通してこれらの課題の解決が図られることを

目指し、「子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくり」として、これら２つの課題を広く下

支えする環境づくりを目指します。 

 また、様々ある母子保健課題の中でも、「育てにくさを感じる親に寄り添う支援」及び「妊娠

期からの児童虐待防止対策」について、重点的に取り組むこととします。 

 

●地域医療を確保するため、医療機能の分化・連携を推進し、必要な従事者の確保に取り組みま

す。 

 限られた資源を有効活用し、健康診断から受療・入院・在宅等の諸段階において、関係機関の

連携により計画的で切れ目のないサービスが適時・適切に提供できる体制の構築を目指します。 

 特にこの計画の５疾病５事業及び在宅医療については、従来の医療圏にこだわらず地域の実

情に応じた連携体制を構築するとともに、これらの医療体制の確保に必要となる従事者の確保

に取り組みます。 

 

●地域包括ケアシステムの構築に向けて、医療・介護の一体的提供を推進します。 

 高齢化が進展する中、可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続け

ることができるように、医療関係者、介護事業者、市町村等による協議を継続し、病院中心の治

療から在宅医療・介護中心の地域包括ケアシステムへ移行できる体制を構築します。 

また、ICT を積極的に活用して関係機関が診療情報や介護情報を共有するなど、医療と介護の

連携を一層強化し、中山間離島地域を抱えた島根県においても効率的で質の高い医療介護の提

供体制の構築を目指します。 

  

すべての県民が、住み慣れた地域で安心して暮らせる社会を実現するため、良質

かつ適切な保健・医療・福祉サービスの一体的提供を目指します。 

基 本 理 念 
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３．計画の目標 
 

この計画の目標を、平成 35(2023)年度を目標値として次のとおり設定します。 

 

● 健康水準の総合指標である平均寿命を男性 81.58 歳、女性 88.29 歳まで延ばします。 

 

● 高齢者が介護を必要としないで生活できる指標である、65 歳の時点における平均自立期間

を男性は 1.23 年（現状 17.46 年）、女性は 0.14 年（現状 20.92 年）延ばします。 

 
＜表１＞ 平成 25 年（2013 年）※の平均寿命、65 歳の平均自立期間 

項    目 現 状 目 標 

平 均 寿 命 
男性 80.13 歳 81.58 歳 

女性 87.01 歳 88.29 歳 

65 歳の平均自立期間 
男性 17.46 年 18.69 年 

女性 20.92 年 21.06 年 
※平均寿命、平均自立期間の現状値は、平成 23(2011)～27(2015)年の５年平均値 

 

 

４．計画の位置づけ 
 

 この計画は、すべての県民が住み慣れた地域で安全・安心な生活ができるよう、保健・医療・

福祉の確保を図るためにその方策について定める計画です。 

 なお、この計画は、次に掲げる性格を有するものです。 

 

● 「医療法」第 30 条の４の規定に基づく「医療計画」であるとともに、「健康増進法」第８条

の規定に基づく「健康増進計画（健康長寿しまね）」及び「次世代育成支援対策推進法」第９

条の規定による「次世代育成支援行動計画」に盛り込んでいる「健やか親子しまね計画」を

包含するものです。 

 

● 県内の市町村、保健・医療・福祉関係団体の合意による計画です。 

 

● 県においては、今後の保健・医療・福祉に関係した施策を推進する上での基本指針となるも

ので、市町村においては、今後の計画策定や施策推進の指針となるものです。 

 

● 県民や保健・医療・福祉関係団体等に対しては、その自主的な活動を誘導する役割を持つも

のです。 

 

５．計画の期間 
 

● 計画の期間は、平成 30(2018)年度から平成 35(2023)年度までの６年間とします。 

 

● なお、「健康増進計画（健康長寿しまね）」については、現行計画が平成 25(2013)年度から平

成 34(2022)年度までの 10 年間であるため、今回中間評価を行い、計画を一部見直すととも

に計画期間を１年延長します。 

 

● 計画は、中間年に当たる平成 32(2020)年度に、在宅医療等必要な事項について調査、分析及

び評価を行い必要に応じ見直すとともに、社会環境の変化に合わせ必要に応じ６年以内に見

直します。


